
平成２９年３月 

 

 

 

 

 

 

 平成２１年度に県税事務所の組織が再編され，下記県税事務所はそれぞれ支

所となりました。 

 ついては，平成３０年３月以降は，再編前県税事務所（支所）の口座番号が

記載された納付書は使用することができなくなりますので，ご注意ください。 

 特に，会計ソフト等であらかじめ作成した納付書を使用して法人県民税・事

業税を納付される場合はご注意ください。 

 今後は，県税事務所（本所）の納付書を使用するようお願いいたします。 

 

【納付書見本】 

 

 

【対象口座】 

 

※口座番号を訂正したものは使用できませんので，茨城県ホームページより新

たにダウンロードしたものをご使用ください。 

 

※詳細は，管轄の県税事務所へお問い合わせください。 

　住所及び氏名等

　領 収 証 書 　公

080004

00160-6-960208

都 道 府 県 コ ー ド

茨城県

法人県民 税

口　座　番　号 加　　入　　者

茨　城　県

稲敷県税事務所

県税事務所（再編前） 県税事務所（再編後）

高萩県税事務所 00130-2-960205 00100-2-960333 常陸太田県税事務所

稲敷（江戸崎）県税事務所 00160-6-960208 00190-4-960340 土浦県税事務所

境県税事務所 00130-6-960213 00130-0-960351 筑西県税事務所

口座番号

平成 30年 3月以降は，再編前の県税事務所（支所）の

口座番号が記載されている納付書は使用できません 


